
平成２９年度 第３７回 岐阜県中学生サッカー春季大会要項 

１．主 催  一般財団法人 岐阜県サッカー協会 

２．主 管  一般財団法人 岐阜県サッカー協会３種 

３．後 援  岐阜新聞・ぎふチャン 

４．協 賛  (株)モルテン 

５．期 日  平成２９年６月３日（土）・４日（日）・１１日（日） 

６．会 場 ６月 ３日（土）八百津町蘇水公園多目的ｸﾞﾗﾝﾄﾞ（加茂郡八百津町伊岐津志） 

      ６月 ４日（日）中津川市中津川公園陸上競技場 

      ６月１１日（日）中津川市中津川公園陸上競技場（中津川市茄子川1683-1031） 

７．参加資格 ①2017年度日本サッカー協会に登録された第3種登録チーム及び3種登録選手 

②中学校１６チーム 

        （中学校…岐阜６・東濃３・西濃３・美濃１・可茂２・飛騨１） 

８．大会参加費  ５０００円（大会当日会場で徴収します） 

９．競技方法 ①上記16チームによるトーナメント方式で順位を決定する。 

②試合時間は60分とし、同点の場合は10分の延長戦を行う。尚、決定しない 

場合は、PK戦を行う。決勝戦も同様とする。ただし、３位決定戦において 

は50分とし、同点の場合は即PK戦を行う。 

10．競技規則 ①2017年度（公財）日本サッカ－協会競技規則に準ずる。 

②選手登録は２０名とし、交代選手は登録した最大９名の交代要員の中から

最大７名までの交代が認められる。（一度退いた競技者は再び出場するこ

とはできない）大会第一試合に提出したメンバー表を大会申し込み用紙と

する。以後選手の変更を認めない。 

       ③ユニフォームを２色用意し、背番号は１～９９を使用すること。シャツの前

面と背面につける。ショーツの番号については、つけることが望ましい。審判員

（黒）と同一色または類似色のシャツは使用しない。 

      ④本大会において退場を命じられた選手は、次の１試合に出場できない。退

場の内容によっては、規律委員会にてその後の処置を決定する。大会期間

中警告は累積され、２回の警告を受けた選手は、次の１試合に出場できな

い。 

⑤試合球は５号縫いボールとし、大会本部で用意する。 

［使用球 モルテン ペレーダ４０００］ 

⑥試合開始３０分前までにメンバー表を本部に提出する。メンバー表には必

ず選手登録番号を記入すること。（試合前に選手証の確認をする。なお，

選手証が届いていないチームはＷＥＢ上から登録済みであることを示す用

紙を提出する。）1年生を登録する場合は、確実に登録を済ませること。 

⑦ベンチ入りできるスタッフの数は、監督1名とコーチ4名以内とする。 

11．その他  ＊万一、大会中の負傷などの事故があった場合は、応急処置のみ行う。必ず

スポーツ傷害保険などに加入して参加すること。 

       ＊各チーム１試合副審をお願いします。  

         

連絡先 宮川晴光  ☎(090)4082-2386 

                        


